
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月１日(月)茨城労働局長による安全パトロールを実施します 

～全国安全週間を契機に労働災害防止対策の徹底を図る～ 

 
１ 全国安全週間における茨城労働局の取組 

今年 97 回目を迎える全国安全週間は、「危険に気付くあなたの目 そして摘み取

る危険の芽 みんなで築く職場の安全」のスローガンのもと７月１日から７日まで

実施されます（添付資料№2-1 参照）。 

茨城労働局（局長澤口
さわぐち

浩司
こ う じ

）は、全国安全週間に労働災害防止対策を更に徹底す

る取組を行うこととしており、７月１日（月）には、茨城労働局長による安全パト

ロールを実施します。 

 

２ 令和６年５月末現在の労働災害発生状況 

茨城県内における令和５年の死亡災害は 23 人と前年（令和４年）に比べて７人減

少しました。業種別では製造業、建設業、陸上貨物運送事業での発生が多い傾向に

あります。 

休業４日以上の死傷災害は、新型コロナウイルス感染症のり患によるものを除

き、3,255 人と前年同期の 3,035 人に比べ 220 人の増加となりました。 

また、令和６年に入ってから、死亡災害はすでに 11 件発生しており、休業４日以

上の死傷災害も 1,037 人と前年同期に比べ 18 人の増加の状況にあることから、本パ

トロールにおいて、機械によるはさまれ・巻込まれや転倒、熱中症による労働災害

防止の徹底を呼び掛けます（添付資料 No.2-2～2-3 参照）。 

 

３ 添付資料 
No.2-1 第 97 回全国安全週間リーフレット 
No.2-2 茨城県内の労働災害発生状況（令和５年）※確定値 
No.2-3 茨城県内の労働災害発生状況（令和６年）※５月末の速報値 
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茨城労働局長による安全パトロールの実施概要等 

 

１ 日  時 令和５年７月４日（火）午前９時 50 分から午前 11 時 10 分 

 ２ 実 施 先  

（１）施 工 者 名 株式会社安藤・間 関東支店 

（２）工事の名称  R3 霞ヶ浦導水石岡トンネル（第１工区）新設工事 

（３）工事の場所  東茨城郡茨城町大字常井１０５２－１ 

  

 ３ 日程等の詳細 

（１）午前９時 50 分～ 工事概要の説明（VTR 視聴（10 分）含む。） 

（２）午前 10 時 10 分～ 茨城労働局長による訓話（５分程度） 

（３）午前 10 時 30 分～ 工事現場の安全パトロール（30 分程度） 

（４）午前 11 時 00 分～ 講評（５分程度） 

   ※上記日程の（２）～（４）の様子について、撮影が可能です。 

    （なお、建設現場内には、一部撮影不可の場所があります。） 

 

４ 取材の申込方法等 

 （１）安全パトロールの同行取材をご希望の場合は、パトロール前日の７月３日

（月）正午までに担当（主任産業安全専門官 立原）までご連絡下さい。 

（２）安全パトロールは工事現場内となりますので、ヘルメットをご持参願いま

す。また、歩きやすい靴（ヒールのないもの）にご留意ください。 

（３）車でお越しの方は、お手数ですが事前に車種とナンバーをお知らせいただい

た上で、工事現場手前の事務所駐車場の所定の位置に駐車をしてください。 

 

 

茨城労働局長による安全パトロールの実施概要等 

 

１ 日  時 令和６年７月１日（月）10：00～12：00（集合 9:50） 

 ２ 実施先  

（１）事 業 場 名 グリコマニュファクチャリングジャパン㈱茨城工場   

（２）事業場の所在地 常陸大宮市工業団地 653 

  

 ３ 日程等の詳細 

（１）10:00～10:05 入場、名刺交換 

（２）10:05～10:20  事業概要、主な労働災害防止対策の説明 

（３）10:20～10:40  移動（着替え等を含む。） 

（４）10:40～11:00  工場パトロールの実施 

（５）11:00～11:20  移動（着替え等を含む。） 

（６）11:20～11:30 講評等 

（７）11:30～11:50 取材対応等 

     

４ 取材の申込方法等 

 （１）安全パトロールの同行取材をご希望の場合は、６月 27 日（木）正午まで

に担当（吉成又は深津）までご連絡下さい。 

（２）安全パトロールは工場内で行います。工場指定のツナギ及び帽子、保護メ

ガネ、手袋、サージカルマスク、専用の靴を着用する必要があります。ま

た、工場指定のボールペン、バインダー、用紙を使用いただきます。 

   工場内には指輪及びコンタクトレンズ等は持ち込めません。カメラは落下

防止用のストラップ等が付いているものであれば、持込み可能です。 

  ※工場指定のものは、同工場から借りて着用・使用します。 

（３）車でお越しの方は、事務所脇の指定の場所に駐車してください。 

（４）工場内は撮影可能なエリアと不可のエリアがあります。 

（５）当日の連絡先 ０９０－３０４５－７１３６（担当：深津） 

 


